












































　

































































 



（資料：外務省総合外交政策局人権人道課冊子より）

■条約締結の経緯と趣旨
　「児童の権利に関する条約」は，18歳未満のすべての人の基本的人権の尊重を促進することを

目的として，1989 年（平成元年）の国際連合総会で採択されたものです。我が国は，1990 年（平

成 2年）にこの条約に署名し，1994 年（平成 6年）に批准し，158 番目の締約国となりました。

　条約とは国と国との間の約束です。

　この条約は，今なお世界中に貧困，飢餓，武力紛争，虐待，性的搾取といった困難な状況にお

かれている児童がいるという現実に目を向け，児童の権利を国際的に保障，促進するため，国連

人権委員会の下に設置された作業部会において，多くの国連加盟国政府，国連機関等が参加し，

10年間にわたって行われた審議の成果です。

　この条約の内容は，特定の国の文化や法制度を偏重することなく，先進国であれ，開発途上国

であれ，すべての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになっています。

●条約の主な内容●

①　18歳未満のすべての子どもを対象とします。
②　子どもが人種、性、出身などで差別されてはいけません。
③　子どもの成長のために何が最も大切かを考慮しましょう。
④　両親は子どもを守り、指導する責任があります。
⑤　両親の意思に反して子どもを両親から引き離してはいけません。
⑥　子どもが自分のことについて自由に意見を述べ、自分を自由に表現し、自由に集いを

持つことが認められるべきです。
　　しかし、そのためには、子どもも、ほかのみんなのことをよく考え、道徳を守ってい

くことが必要です。
⑦　子どもは暴力や虐待（むごい扱い）といった、不当な扱いから守られるべきです。
⑧　家庭を失ったり、難民となった子どもに保護と援助が与えられるべきです。
⑨　からだなどが不自由な子どもには特別の養護が与えられるべきです。
⑩　子どもの健康を守るための医療サービスが与えられるべきです。
⑪　子どもは教育を受けることが認められるべきです。
⑫　子どもは遊びやレクリエーションを行い、文化・芸術活動に参加することが認められ

るべきです。
⑬　子どもが法律に反して自由を奪われたり、正しい裁判なしに罪を犯したと認められる

ことがあってはなりません。
⑭　この条約の内容を、大人にも子どもにも広く知らせなければなりません。







 



富 里 市
Tomisato City

※本計画に使用している挿絵は，内閣府提供のシンボルマークです。


